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週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
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る
と
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の
翌
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ク
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す
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す
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則
 
 
 
 
 
 
 
三
 

○
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 
 
 
 
 
 
 
三
 

○
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
 

 

規
 
 
則
 

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
職
員
公
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
、
福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
調
理
師
法
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

福
島
県
規
則
第
二
十
号
 

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

  福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
 

 
第
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
二
号
」
に
改
め
る
。
 

 
第
六
条
第
三
項
中
「
様
式
第
二
号
」
を
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
る
。
 

 
第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
様
式
第
三
号
」
を
「
様
式
第
四
号
」
に
改
め
る
。
 

 
第
八
条
第
二
項
中
「
様
式
第
三
号
」
を
「
様
式
第
四
号
」
に
改
め
る
。
 

別
表
第
二
保
健
福
祉
部
の
項
中
「
福
島
県
立
総
合
衛
生
学
院
（
衛
生
学
）
 
福
島
県
立
会
津
若
松
看

護
専
門
学
院
（
若
看
専
）
」
を
「
福
島
県
立
総
合
衛
生
学
院
（
衛
生
学
）
」
に
改
め
る
。
 

様
式
第
四
号
を
削
り
、
様
式
第
三
号
を
様
式
第
四
号
と
し
、
様
式
第
二
号
を
様
式
第
三
号
と
し
、
様

式
第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
 

                       

附
 
則
 

１
 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

２
 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
に
定
め
る
様

 
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
文
書
法
務
課
）
 

 福
島
県
規
則
第
二
十
一
号
 

福
島
県
職
員
公
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

福
島
県
職
員
公
舎
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
島
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
 

 
附
則
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。
 

様
式
第
２
号
（
第
５
条
の
４
、
第
７
条
関
係
）

そ
の
１
（
総
室
用
）
 

備
考
 
番
号
の
前
に
総
室
名
の
約
字
を
入
れ
る
こ
と
。
 

そ
の
２
（
所
用
）
 

備
考
 
番
号
の
前
に
所
名
の
約
字
を
入
れ
る
こ
と
。
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（
借
受
公
舎
に
係
る
入
居
料
）
 

10
 
第
三
十
一
条
の
借
受
け
の
方
法
に
よ
り
設
置
し
た
公
舎
で
あ
つ
て
、
い
わ
き
市
、
相
馬
市
、
南
相

馬
市
、
広
野
町
及
び
新
地
町
の
区
域
に
設
置
し
た
も
の
（
災
害
応
急
対
策
等
派
遣
職
員
が
入
居
す
る

公
舎
を
除
く
。
以
下
「
借
受
公
舎
」
と
い
う
。
）
に
係
る
入
居
料
の
月
額
は
、
第
十
二
条
第
一
項
及

び
第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
借
受
公
舎
の
借
受
け
に
係
る

費
用
の
う
ち
当
該
借
受
公
舎
の
家
賃
の
月
額
に
相
当
す
る
額
か
ら
、
当
該
借
受
公
舎
に
入
居
す
る
職

員
を
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
職
員
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
の
額
に
相

当
す
る
額
を
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。
 

11
 
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
の
三
ま
で
並
び
に
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

職
員
が
借
受
公
舎
に
入
居
し
た
月
の
入
居
料
の
月
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
入
居
料
の
月
額
に
借
受

公
舎
の
借
受
け
に
係
る
費
用
の
う
ち
当
該
借
受
公
舎
の
家
賃
の
月
額
に
相
当
す
る
額
以
外
の
費
用
（
以

下
「
借
受
費
用
」
と
い
う
。
）
（
次
項
及
び
第
十
三
項
に
規
定
す
る
知
事
が
必
要
と
認
め
る
費
用
を

除
く
。
）
に
相
当
す
る
額
か
ら
福
島
県
旅
費
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
福
島
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第

二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
を
差
し
引
い
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

12
 
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
の
三
ま
で
並
び
に
附
則
第
十
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
借
受
費
用
が
発
生
し
た
月
の
翌
月
（
職
員
が
借
受
公
舎
に
入
居
し
た
月
及
び
退
居
し
た
月

を
除
く
。
）
の
職
員
の
借
受
公
舎
の
入
居
料
の
月
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
入
居
料
の
月
額
に
借
受

費
用
で
あ
つ
て
当
該
発
生
し
た
月
に
係
る
も
の
の
う
ち
知
事
が
必
要
と
認
め
る
費
用
の
額
を
加
算
し

た
額
と
す
る
。
 

13
 
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
の
三
ま
で
並
び
に
附
則
第
十
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
職
員
が
借
受
公
舎
を
退
居
し
た
月
の
入
居
料
の
月
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
入
居
料
の
月

額
に
借
受
費
用
で
あ
つ
て
当
該
職
員
が
借
受
公
舎
を
退
居
し
た
月
及
び
そ
の
前
月
に
発
生
し
た
も
の

の
う
ち
知
事
が
必
要
と
認
め
る
費
用
の
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
施
設
管
理
課
）
 

 福
島
県
規
則
第
二
十
二
号
 

 
 
 
福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

 
福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。
 

 
第
十
条
第
一
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
児
童
家
庭
課
）
 

 福
島
県
規
則
第
二
十
三
号
 

 
 
 
福
島
県
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

 
福
島
県
調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
島
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。
 

 
第
七
条
中
「
第
二
条
第
四
号
」
を
「
第
二
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
食
品
生
活
衛
生
課
）
 

 

訓
 
 
令
 

 福
島
県
訓
令
第
九
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本
 
庁
 
機
 
関
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
先
 
機
 
関
 

福
島
県
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
チ
ー
ム
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 
 

福
島
県
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
チ
ー
ム
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
 

訓
令
 

福
島
県
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
チ
ー
ム
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
福
島
県
訓
令
第

二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
第
六
条
中
「
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
を
「
避
難
地
域
復
興
局
、
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
に
改
め
る
。
 

 
 
附
 
則
 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
行
政
経
営
課
）
 

 

福
島
県
人
事
委
員
会
 

 
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日
 

福
島
県
人
事
委
員
会
 

委
員
長
 
大
須
賀
 
美
智
子
 

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
十
八
条
の
八
中
「
移
転
」
の
下
に
「
（
外
国
機
関
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派

遣
若
し
く
は
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
の
終
了
に
よ
り
職
務
に
復
 

帰
し
た
職
員
、
公
益
的
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
引
き
続
い
て
新
た
に
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職
員
と
な
つ
た
職
員
又
は
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
七
十
号
。
以

下
「
分
限
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
か
ら
復
職
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は

当
該
復
帰
、
採
用
又
は
復
職
）
」
を
加
え
る
。
 

第
二
十
七
条
の
五
第
二
項
第
一
号
中
「
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
」
を
「
外
国
機
関
等
派
遣
条
例
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
若
し
く
は
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
」
に
、
「
こ
と
又
は
」
を
「
こ

と
、
」
に
改
め
、
「
な
つ
た
こ
と
」
の
下
に
「
又
は
分
限
条
例
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
か

ら
復
職
し
た
こ
と
（
以
下
「
復
帰
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
当
該
復
帰
又
は
採
用
」
を
「
当
該

復
帰
等
」
に
改
め
る
。
 

別
表
第
一
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
中
「
一
」
を
「
二
」
に
改
め
る
。
 

「
保
健
福
 

保
健
福
 

「
総
合
衛
生
学
院
教
務
部
長
 

に
、
 
会
津
若
松
看
護
専
門
学
院
長
 
 
 
 
を
「
総
合
衛
生
学
院
教
務
部
 

会
津
若
松
看
護
専
門
学
院
副
学
院
長
」
 

「
土
木
事
務
所
長
 

富
岡
土
木
事
務
所
次
長
」
 

「
総
務
監
 

警
備
監
」
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
警
察
の
部
警
察
本

部
の
項
の
改
正
規
定
は
、
同
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
採
用
給
与
課
）
 

 
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日
 

福
島
県
人
事
委
員
会
 

委
員
長
 
大
須
賀
 
美
智
子
 

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
 

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

「
南
会
津
町
立
伊
南
小
学
校
 

別
表
第
二
南
会
津
郡
の
項
中
 
南
会
津
町
立
伊
南
中
学
校
 
を
「
南
会
津
町
立
伊
南
小
学
校
」
に
、
 

南
会
津
町
立
針
生
小
学
校
」
 

「
南
会
津
町
立
南
郷
中
学
校
」
を
「
南
会
津
町
立
南
会
津
中
学
校
」
に
、
「
南
会
津
町
立
檜
沢
小
学
校
」
 

「
平
田
村
立
小
平
中
学
校
 

平
田
村
立
西
山
小
学
校
」
 

田
村
立
小
平
中
学
校
」
に
改
め
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
採
用
給
与
課
）
 

 
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日
 

福
島
県
人
事
委
員
会
 

委
員
長
 
大
須
賀
 
美
智
子
 

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
 

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

別
表
第
十
七
２
の
部
二
の
項
(20)
中
「
、
職
業
能
力
開
発
大
学
校
」
を
「
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
大

学
校
の
専
門
課
程
」
に
、
「
専
門
課
程
（
」
を
「
特
定
専
門
課
程
（
」
に
改
め
、
「
特
別
高
等
訓
練
課

程
」
の
下
に
「
並
び
に
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
旧
専
門
課
程
」
を
加
え
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
採
用
給
与
課
）
 

 
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日
 

福
島
県
人
事
委
員
会
 

委
員
長
 
大
須
賀
 
美
智
子
 

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
生
活
環
境
部
生
活
環
境
総
室
」
を
「
企
画
調
整
部
避
難
地
域
復
興
局
、
生
活

環
境
部
生
活
環
境
総
室
」
に
、
「
及
び
都
市
総
室
」
を
「
、
都
市
総
室
及
び
建
築
総
室
、
地
方
振
興
局
」

に
改
め
る
。
 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
用
地
交
渉
等
手
当
の
特
例
）
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福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
居
住
制
限
者
に
賃
貸
又
は
転
貸
す
る
た
め
に
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）

第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
公
営
住
宅
の
整
備
を
す
る
事
業
又
は
こ
の
事
業
に
関
連
す
る
事
業
（
土

地
収
用
法
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
）
は
、
当
分
の
間
、
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
業
と
す
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
採
用
給
与
課
）
 

別
表
第
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
出
先
機
関
の
項
中
「
保
健
福
祉
事
務
所
出
張
所
長
」
を

祉
事
務
所
出
張
所
長
 

祉
事
務
所
出
張
所
次
長
」

長
」
に
、
「
土
木
事
務
所
長
」
を
 

に
改
め
、
同
表
警
察
の
部
警
察
本
部
の

項
中
「
総
務
監
」
を

に
改
め
る
。
 

を
「
南
会
津
町
立
桧
沢
小
学
校
」
に
改
め
、
同
表
石
川
郡
の
項
中

を
「
平
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